
 

 

 
医太郎 

医療法人の申請・届出  ガイド 

 
法子の ～役員変更の届出について～ 

 

１ 医療法人における役員変更の届出について 

 

 

 

医療法施行令（抄） 

（役員変更の届出）  

第五条の十三  医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書

を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

 

 

 

２ 提出書類について 

 

 

 

［役員変更届の様式と添付書類］ 

 書類 備考 

１ 役員変更届出書 医療法施行細則様式第 37 号 

２ 新たに就任した役員の履歴書 新たに就任した役員分のみ 

３    〃     の就任承諾書    〃 

４ 当該営利法人との取引内容が確認できる書

類（契約書等） 

新たに就任した役員が開設・経営上利害関係

にある営利法人等の役職員を兼務する場合

のみ 

   

 ※議事録の写しは提出不要。法人内で適切に管理・保存願います。 

医療法人は，その役員に変更があったときは，その旨を都道府県知事に届け出なければ

なりません。（医療法施行令 5 条の 13）。 

医療法第４６条の５第９項の規定により，役員の任期は２年を超えることがで

きませんので，２年おきに改選手続きが必要です。 

この場合，改選で全役員が重任した場合も役員変更の届出が必要ですのでご注

意ください。 

役員変更届に係る提出書類は下記のとおりです。 



 

 
次ページから，届出が必要となるパターン別で，届出の記載要領等を説明します。 

① 新たに役員が就任した場合 

② 役員が欠けた場合（辞任や死亡） 

③ 役員の任期が満了となり，役員の改選を行った場合 



３ 記載方法①新たに役員が就任した場合 

 

 

 

 

新たに就任した役員の 

就任日，役職，氏名を記入 

新たに就任した役員の就任承諾書と

履歴書を添付してください。 

（県ホームページに参考様式を 

掲載しています） 

法人名・所在地・代表者の職氏名 

日付 

理事長の変更の場合，この役員変更届と併せて登記完了届も必要ですのでご注意くださ

い。 



３ 記載方法②役員が欠けた（辞任等の）場合 

 

  

 

 

法人名・所在地・代表者の職氏名 

日付 

辞任等した役員の 

辞任等の日，役職，氏名を記入 

辞任や死亡による場合，辞任届や死亡証明等の添付は不要です。 

ただし，辞任の場合の辞任届等は法人内で適切に管理・保存ください。 



３ 記載方法③任期満了に伴う役員の改選があった場合 

 

  

 

 

法人名・所在地・代表者の職氏名 

日付 

重任の場合は，余白に適宜， 

重任である旨が分かる表現 

「（重任）」等を記載してください 

新たに就任した役員（この例の場合は「若

林 仁」氏）の就任承諾書と履歴書を添

付してください。 

重任の場合は，承諾書，履歴書の添付を省略しても差し支えありません。 

ただし，全役員が重任した場合でも，届出自体は必要ですのでご承知ください。 



４ 届出様式の入手方法について 

 

 

宮城県医療政策課ホームページ 

＜http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/top.html＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年４月 編集） 

担 当：宮城県保健福祉部 

医療政策課医務班 

TEL ：022-211-2614 

E-mail：imu@pref.miyagi.lg.jp 

 

届出の様式は宮城県医療政策課のホームページに掲載していますのでご活用ください。 
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